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就業促進研修事業実施要領 

（公財）三重県農林水産支援センター 

１ 目 的 

   公益財団法人三重県農林水産支援センター（以下「支援センター」という。）は、県・

市町並びに関係団体と連携し、就業意欲の高い青年に対して長期の実践的な研修を実

施することにより、職業としての農林漁業の理解促進と技術の習得を図り、新規就業

者の確保につなげる。 

 

２ 内 容 

 本県農林漁業に就業するため実地の作業技術等の研修を希望する者（以下「研修希

望者」という。）から申込みを受け、研修希望者を受け入れて初期段階の研修を行う農

林漁業経営体（以下「受入経営体」という。）から、研修等実施の申請があったときは、

支援センターは、その申請内容を審査のうえ、当該研修の実施が適当と認められた場

合は、研修を受ける者（以下「研修生」という。）の受入れにかかる経費の一部を助成

する。 

 

３ 研修の要件 

1  研修生は、本県農林漁業に就業する意欲が高く、地域農林漁業の活性化への寄与

が見込めるもので、受入経営体に受入れを了承された雇用契約していない５０才ま

での者とする。 

ただし、受入経営体（法人の場合は役員）の親族（血族・姻族共に３親等以内）で 

ないこと。 

2  研修生は、新規就業希望者で、本格就業していない者とする。 

3  受入経営体は、県内の指導的立場にある農林漁業を営むもので、研修生を指導で

きる経営体とする。 

4  研修は、当該業種における知識および技術等を、幅広く修得できる内容で、１ヶ月

につき概ね１００時間以上実施するものとする。 

    5  研修期間は、１ヶ月以上３ヶ月以内とする。 

  6 研修期間中、受入経営体は研修生に対し必ず傷害保険に加入し、安全管理に努める。 

      ただし、保険金額については、別表の額以上とする。 

 

４ 研修の実施 

   研修は、別に定める就業促進研修事業取扱規程に基づき、実施するものとする。 
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５ 研修費の助成 

  1  支援センターは研修生受入れにかかる経費として、予算の範囲内で受入経営体に

助成を行う。 

    2  支援センターは研修開始前に、受入経営体から提出された助成金交付申請書（以

下「申請書」という。）（様式３）に基づき、申請内容の審査を行い、実施が適当と認

められた場合は、助成金の交付決定を受入経営体に通知するものとする。 

    3  助成金の対象となる経費は、研修の実施にかかる指導費、傷害保険料その他研修

に必要な資料費等とする。 

  4 助成額は、研修経費として研修生１名１ヶ月当り３０,０００円を限度とする。 

 

６ 交付申請 

   受入経営体は、研修希望者との面接等で受入れを審査し、申請書（様式３）に暴力

団等の排除に関する表明・確約書（受入経営体用）（様式４）、傷害保険の加入が分か

る書類の写し、研修希望者から提出のあった研修事業申込書（様式１）、暴力団等の排

除に関する表明・確約書（研修希望者用）（様式２）、誓約書及び同意書（様式５）、研

修計画書（様式６）を添えて、県、市町を経由しまたは直接、研修開始予定日の５日

前までに、支援センターに提出するものとする。 

 

７ 交付決定 

   支援センターは、受入経営体から申請書の提出があったときは、直ちに研修内容の

審査を行い、実施が適当と認められた場合は、受入経営体に助成金交付決定通知書（様

式７）を送付するものとする。 

 

８ 請求及び支払 

  1  受入経営体は、助成金交付決定通知書を受け、速やかに助成金請求書（様式８）を

提出する。 

2 支援センターは、受入経営体からの助成金請求書により、助成金を支払うものとす

る。 

 

９ 研修の変更または中止、事故等の連絡 

1  受入経営体は、研修の変更又は中止、あるいは研修中に事故等があったときは速

やかに支援センターに電話連絡のうえ、研修の変更又は中止のときは変更・中止連絡

書（様式１０）を提出する。 

2  支援センターは、変更・中止連絡書の内容を審査し、助成額の変更がある場合は

助成金返還請求書（様式１１）を送付する。 

  3  助成金の返還請求を受けた受入経営体は、直ちに支援センターの指定の口座に振
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込むものとする。 

１０ その他 

   この要領に定める以外のことについて、支援センターは必要に応じて関係機関と協

議し、別に定める。 

 

 

附則 

１ この要領は、令和６年４月 1日から施行する。 

２ この要領の一部改正は、令和８年４月１日から施行する。   

 

 

別表 

 傷害保険の保険金額 

保険の種類 傷害保険の短期の掛け捨て保険 

補償内容 

死亡保険金 １，０００万円 

入院保険金 ５，０００円／日 

通院保険金 ３，０００円／日  以上 

受取人 本人及び本人が死亡した場合は法定相続人 
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就業促進研修事業取扱規程 

 

１ 趣旨 

   この規定は、公益財団法人三重県農林水産支援センター（以下「支援センター」と

いう。）が実施する就業促進研修事業実施要領に関し、必要な事項を定める。 

 

２ 研修の申込み 

   研修希望者は申込書（様式１）に暴力団等の排除に関する表明・確約書（研修希望

者用）（様式２）と誓約書及び同意書（様式５）を添えて受入経営体に提出するものと

する。 

 

３ 研修計画書 

   研修希望者は受入経営体と協議して研修計画書（様式６）を作成する。 

 

４ 研修の実施 

   受入経営体は、支援センターからの助成金交付決定を受け、研修計画書に基づき、

研修を行う。 

 

５ 研修期間中の管理 

1  研修生は、受入経営体の指示に従い、自己管理は自らの責任において行う。 

2  研修時間や研修環境などの研修条件は、受入経営体が研修生の意向等を考慮して

決める。 

3  受入経営体は、研修の変更又は中止、あるいは研修中に事故等があったときは速

やかに支援センターに電話連絡のうえ、研修の変更又は中止のときは変更・中止連絡

書（様式１０）を提出する。 

 

６ 研修の指導と支援 

 受入経営体は、研修効果を上げるため支援センターと協議のうえ、研修の指導や支

援について県、市町、関係団体等に協力を要請できるものとする。 

 

７ 研修終了報告 

  1 受入経営体は、研修終了後すみやかに研修終了報告書（様式９）を提出するものと

する。 

2 受入経営体が提出する研修終了報告書には、研修記録、記録写真及び研修生の感想

文を添付する。 

3 記録写真については、農林漁業の新規就業者担い手確保の目的において、支援セン
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ターの事業広報活動に使用する場合がある。 

８ その他 

 この規定に定める以外のことについて、支援センターは必要に応じて関係機関と

協議し、別に定める。 

 

附則 

１ この要領は、令和６年４月 1日から施行する。 

２ この要領の一部改正は、令和８年４月１日から施行する。  

 


